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４－１ 鋳鉄管用継輪丙 

４－１－１ 適用範囲 

この節では、各種鋳鉄管（ミリ管、インチ管）との連絡に用いる鋳鉄管用継輪丙（以下、「継輪」

という。）について規定する。 

 

４－１－２ 適用規格 

この仕様は、大阪市水道局資材購入共通仕様書（局仕様 Ｇ １０１８）に定める。 

 

４－１－３ 形状・寸法及び材質 

 継輪の形状、寸法及び材質は、参考図のとおりとする。 

 

４－１－４ 塗 装 

 １．塗 料 

塗料は、衛生上有害な成分を含まないもので、乾燥後、水に侵されず、かつ、水質に悪影響

をあたえることなく、寒暑によって異常を生じないものでなければならない。 

（１）継輪の内面は、大阪市水道局資材購入共通仕様書（局仕様）ダクタイル鋳鉄製品内面

エポキシ樹脂粉体塗装標準仕様書の規定による。 

（２）受け口内面（継手部）及び継輪の外面は、ＪＷＷＡ Ｋ １３９（水道用ダクタイル

鋳鉄管合成樹脂塗料）の規定による。 

２．塗装面の外観 

異物の混入、塗りのこし、ピンホール、剥離、塗りだまり等、使用上有害な欠陥がなく、表

面が滑らかであること。 

 

４－１－５ 接合部品 

１．押 輪 

  ＪＷＷＡ Ｇ １１４の付属書接合部品Ⅰ類（Ｋ形用押輪）の規定による。 

 ２．ボルト･ナット 

  ＪＷＷＡ Ｇ １１４の付属書接合部品Ⅱ類（Ｋ形用Ｔ頭ボルト・ナット）の規定による。 

 ３．ゴム輪 

  ＪＷＷＡ Ｇ １１４の付属書接合部品Ⅲ類（Ｋ形用ゴム輪）の規定による。 

 

４－１－６ 表 示 

 継輪の一定場所に、次の事項を高さ２mm 以上の鋳出しにより明示したものとする。 

（１）規格を一部変更した記号（ト） 

（２）水道用品の記号（ )|( ） 

（３）球状黒鉛鋳鉄品の記号（Ｄ） 

（４）検査証印 

（５）製造年又はその略号 

（６）製造者名又はその略号 

（７）呼び径 
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鋳鉄管用継輪丙  参考図，1/2 

【出典：局仕様 G 1018】 

呼び径 100 ㎜～ 350 ㎜及び 4 インチ～ 14 インチ  
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鋳鉄管用継輪丙 参考図，2/2 

【出典：局仕様 G 1018】 

呼び径 400 ㎜～ 1100 ㎜及び 16 インチ～ 42 インチ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


